


【国保】 
 

D-313 レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ（L-CAT）（適

応） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、高脂血症、肝疾患の病名がない場合、レシチン・コレステ

ロール・アシルトランスフェラーゼ（L-CAT）の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ（L-CAT）によ

る疾患の評価において、高脂血症・肝疾患については有用と考えられるた

め認められると整理した。 

 


